
【子ども・子育て支援事業計画】　教育・保育の量・質の実績

＜教育・保育の量の見込み及び確保実績まとめ＞ （単位：人）

1号 2号 2号 1号 2号 2号 1号 2号 2号

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 （1歳） （2歳） 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 （1歳） （2歳） 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 （1歳） （2歳） （1歳） （2歳）

教育 教育 保育 保育 保育 保育 保育 教育 教育 保育 保育 保育 保育 保育 教育 教育 保育 保育 保育 保育 保育 保育 保育

581 2,388 446 2,446 483 2,456

総数 2,388 2,446 2,456

2,388 2,405 (17) 2,402 2,379 (-23) 2,402 2,379 (-23)

---- 429 1,776 375 (-54) 1718 (-58) 812 906 ---- 374 1,715 383 (9) 1704 (-11) 801 903 ---- 359 1,729 839 890 383 (24) 1704 (-25) 801 903

2,339 2,344 (5) 2,346 2,321 (-25) 2,346 2,321 (-25)

---- 295 1,216 265 (-30) 1187 (-29) 558 629 ---- 250 1,192 262 (12) 1186 (-6) 557 629 ---- 250 1,192 559 633 262 (12) 1,186 (-6) 557 629

---- (-33) ---- (-3) ---- (-3)

---- 105 304 56 (-49) 320 (16) 154 166 ---- 72 305 70 (-2) 304 (-1) 146 158 ---- 62 315 144 171 70 (8) 304 (-11) 146 158

49 61 (12) 56 58 (2) 56 58 (2)

---- 29 241 54 (25) 196 (-45) 92 104 ---- 52 203 51 (-1) 199 (-4) 90 109 ---- 47 207 128 79 51 (4) 199 (-8) 90 109

0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)

---- 0 15 0 (0) 15 (0) 8 7 ---- 0 15 0 (0) 15 (0) 8 7 ---- 0 15 8 7 0 (0) 15 (0) 8 7

---- ---- ----

---- ---- ----

展開予定
（令和５年度）

【１号・２号教育】
　引続き幼稚園の預かり保育充実のために補助制度を実施して幼稚園の取り組みを支援するとともに、預かり保育等について積極的に周知を図る。

【２号・３号保育】
　待機児童は概ね解消しているが、引き続き、既存の保育施設の定員調整等により、更なる待機児童解消に向けた取り組みを予定している。

確保のための取組実績
（令和５年度）

【１号・２号教育】
　幼稚園の預かり保育充実のために、預かり保育事業の実施に必要な経費への補助を実施した。
　幼稚園の預かり保育等に係る広報冊子を作成し、小規模保育事業利用保護者等に配布するとともに、子育て関連施設への設置やホームページへの掲載によって周知を図った。
　保育施設案内に幼稚園の紹介ページを確保し、保育施設への入所を検討している保護者にも幼稚園及び幼稚園の預かり保育について周知を図った。

【２号・３号保育】
　待機児童対策として、人口推計や入所申込状況等を踏まえ、受け皿となる施設の定員の適正規模・適正配置を行った。

令和６年度の課題、
展開予定

　引き続き、人口推計や入所申込状況等を踏まえ、受け皿となる施設の定員の適正規模・適正配置を検討し、待機児童が解消された状態を維持できるように努める。

(0) ---- ---- ----

確保方策 　２号・３号認定に係る保育について、認可保育所などの新設により整備を進めるとともに、教育（幼稚園）の希望が強い２号認定については幼稚園の預かり保育の充実を図るよう補助制度を継続し、周知を進めることにより対応します。

---- ---- 3,533 ---- ---- 3,533---- 3,533 ---- 3,533 (0) ----

---- ----

【参考値】
　現行の幼稚園　（受入可能数）

3,463 ---- 3,533 (70) ---- ----

---- 2,194 ---- ---- 1,679 (-515)2,287 ---- 1,896 (-391) ---- ----⑥現行の幼稚園 （確保数） 2,344 ---- 2,032 (-312) ---- ---- ---- ----

(0)

詳細 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- 15 (0) ---- 15 ----

---- ----

⑤企業主導型保育（地域
枠）

---- 15 ---- 15 (0) ---- 15 15

255 250 (-4)

詳細 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- 250 (-5) ---- 254 ----

---- ----

---- 374

詳細 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- 374 ---- 377 ----

---- ----

1,448 (6)

詳細 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- 1,448 (6) ---- 1,442 ----

---- ----

内
訳

②特定教育・保育施設
（定員数）

---- 1,511 ---- 1,452 (-59) ---- 1,442

③小規模保育・家庭的保
育　（定員数）

---- 409 ---- ---- 376 ---- 377

④認証保育所等　（定員
数）

---- 270 ---- 250 (-20) ----

2,088 1,679 (-515) 2,087 (-1)

小　計 ---- ----

2,089 1,896 (-391) 2,087 (-2) 2,194

-------- ----

1,761

確
保
の
内
容

総　数 2,344 2,205 2,032 (-312) 2,093 (-112) 2,287

2,194 2,081 1,761 2,194 2,456 2,0812,287 2,103 2,287 2,446 2,103 1,7732,344 2,205

873 888

581 2,388 446 2,446 483 2,456

873 888 1,711

2,939

320 1,761826 947 1,711

2,939

320 1,761

3号

330 1,773 1,841

2,892

330 1,773429 1,776 886 890 1,841

2,892

①量の見込み
（必要利用定員総数）

内訳 1,763

2,969

429 1,776 1,763

2,969

保育

2,344 2,388 2,205 1,776

3-5歳

保育 保育 教育 教育 保育

0歳 1-2歳

教育 教育 保育 保育 保育 教育 教育

3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳

保育 保育

（3号内訳） 1号 2号 2号 3号 （3号内訳）

令和６年５月１日現在の確保見込み
※カッコ内の数字は令和５年度の計画との差

3号 1号 2号 2号 3号 （3号内訳） 3号 1号 2号

計画（令和４年度）
実績（令和4年度）

※カッコ内の数字は令和３年度の計画との差
計画（令和5年度）

実績（令和５年度）
※カッコ内の数字は令和４年度の計画との差

計画（令和６年度）

2号 3号 （3号内訳）

第２回子ども子育て審議会

令 和 ６ 年 ８ 月 2 6 日

資料３



＜質の担保＞

施策・事業 取組内容 取組実績（令和４年度） 自己評価 令和５年度の課題・取組予定 取組実績（令和５年度） 自己評価 令和６年度の課題・取組予定

保護者への負担軽減事
業費補助の継続

A A

私立幼稚園への助成の
継続

A A

教育施設における一時預かり・預かり保育の拡
充を図るため、補助金等の支援を継続し、国や
東京都に要望していきます。

一時預かり事業・預かり
保育事業への補助の継
続

　一時預かり事業・預かり保育事業を実施する
幼稚園への補助を実施した。

A
幼稚園型一時預かり事業・預かり保育事業実
施園への補助を継続して実施する。

　一時預かり事業・預かり保育事業を実施する
幼稚園への補助を実施した。

A
幼稚園型一時預かり事業・預かり保育事業実
施園への補助を継続して実施する。

待機児童を解消するため、保育所等の整備を
行うとともに、認証保育所の事業者及び保護者
への支援の継続を図り、認証保育所制度の継
続を東京都に要望していきます。

認証保育所の事業者及び
保護者への支援継続

　保育所の整備を進め、待機児童を概ね解消
することができた。
　また、認証保育所等への保護者助成金を継
続的に行うとともに、認証保育所制度の継続を
東京都に要望した。

A

　乳幼児数推計や入所申込状況等を踏まえ
て、受け皿となる施設の定員の適正規模・適正
配置を検討し、待機児童が解消された状態を
維持できるように努める。
　保育事業者への支援及び東京都への認証保
育所制度の継続の要望を継続して行っていく。

　既存の保育施設の定員の調整を行い、待機
児童を概ね解消することができた。
　また、認証保育所等への保護者助成金を継
続的に行うとともに、認証保育所制度の継続を
東京都に要望した。

A

　乳幼児数推計や入所申込状況等を踏まえ
て、受け皿となる施設の定員の適正規模・適正
配置を検討し、待機児童が解消された状態を
維持できるように努める。
　保育事業者への支援及び東京都への認証保
育所制度の継続の要望を継続して行っていく。

保育・地域支援の質の確
保と向上

　地域子育て支援推進員による巡回訪問及び
相談等の支援を、地域型保育事業所及び認証
保育所に対して年２回実施した。

A

　引き続き巡回訪問及び相談等の支援を行うと
共に、地域型保育事業所に対し地域共生課と
協力して指導検査を行うことで、質の確保と向
上に努める。

　地域子育て支援推進員による巡回訪問及び
相談等の支援を、地域型保育事業所及び認証
保育所に対して年２回実施した。

A

　引き続き巡回訪問及び相談等の支援を行うと
共に、地域型保育事業所に対し地域共生課と
協力して指導検査を行うことで、質の確保と向
上に努める。

連携施設の確保
　半数の地域型保育事業所において、連携施
設を確保した。

B
　全ての地域型保育事業所が連携施設を確保
できるよう、引続き取組を進めていく必要があ
る。

　半数以上の地域型保育事業所において、連
携施設を確保した。

B
　全ての地域型保育事業所が連携施設を確保
できるよう、引続き取組を進めていく必要があ
る。

　保育面積や保育士の確保など、保育所の開
設にあたり、施設整備計画時から、市の設備・
運営に沿った指導を行っている。
　研修については、市・東京都等の関係団体が
主催する各種研修の案内を行った。
　西東京市における保育の質を確保するため、
事業者の協力をいただきながら、西東京市保
育の質のガイドラインに対する理解を深める取
組みを実施した。

A

　引き続き、市の設備・運営に関する指針を明
確に示し、設備運営の水準を確保するととも
に、西東京市保育の質のガイドラインの研修な
どへの参加を積極的に呼びかけていく。

　保育面積や保育士の確保など、保育所の開
設にあたり、施設整備計画時から、市の設備・
運営に沿った指導を行っている。
　研修については、市・東京都等の関係団体が
主催する各種研修の案内を行った。
　西東京市における保育の質を確保するため、
事業者の協力をいただきながら、西東京市保
育の質のガイドラインに対する理解を深める取
組みを実施した。

A

　引き続き、市の設備・運営に関する指針を明
確に示し、設備運営の水準を確保するととも
に、西東京市保育の質のガイドラインの研修な
どへの参加を積極的に呼びかけていく。

　幼稚園の預かり保育充実のために、預かり保
育事業の実施に必要な経費への補助を実施し
た。
　幼稚園の預かり保育等に係る広報冊子を作
成し、小規模保育事業利用保護者等に配布す
るとともに、子育て関連施設への設置やホーム
ページへの掲載によって周知を図った。

A
　引続き、幼稚園の預かり保育に係る補助制
度を確実に実施するとともに、幼稚園の預かり
保育について積極的に周知を図る。

　幼稚園の預かり保育充実のために、預かり保
育事業の実施に必要な経費への補助を実施し
た。
　幼稚園の預かり保育等に係る広報冊子を作
成し、小規模保育事業利用保護者等に配布す
るとともに、子育て関連施設への設置やホーム
ページへの掲載によって周知を図った。

A

　引続き、幼稚園の預かり保育に係る補助制
度を確実に実施するとともに、幼稚園の預かり
保育について積極的に周知を図る。
  また、幼稚園において、保護者の就労状況に
かかわらず子どもを受け入れる「多様な他者と
の関わりの機会の創出事業」を実施する。

　幼児教育無償化による給付費に加え、保護
者負担軽減事業費補助金にて保護者への補
助を行った。
　また、幼稚園補助金にて幼稚園への助成を
行った。

　保護者負担軽減事業費補助及び幼稚園補助
を継続して実施する。

　幼児教育無償化による給付費に加え、保護
者負担軽減事業費補助金にて保護者への補
助を行った。
　また、幼稚園補助金にて幼稚園への助成を
行った。

　保護者負担軽減事業費補助及び幼稚園補助
を継続して実施する。

保護者の就労状況にかかわらず子どもを受け入れることができるよう、既
存の教育・保育施設の最大限の活用を図るとともに、幼稚園の意向を踏ま
えた上で、預かり保育の充実を図ります。また、国や東京都の制度の動向
に留意しながら、認定こども園化に向けた支援を行います。

子どもの発達を切れ目なく支援するため、２歳
で卒園し、３歳から新たな教育・保育施設に通
うことになる子どもたちが円滑に移行できるよ
う、地域における教育・保育施設と地域型保育
事業者との連携を推進します。

教育の質の確保に資するため、幼稚園に通園
する保護者への支援と、教育施設の事業者へ
の支援を引き続き実施します。

市内で新規に保育所を開設した事業者に対して、市の設備・運営に関する
指針を示すとともに、指導検査を実施します。また、地域型保育事業及び
認証保育所等に対して、子育て支援推進員による巡回訪問やブロック会
議による地域保育所の課題を話し合う場の提供、保育士・保育従事者へ
の研修を行うことで、保育の質の確保を図ります。

【評価の基準】 「A」：予定どおり実施（達成)できた 「B」：予定していた一部が実施（達成)できた

「C」：予定していたが実施（達成）できなかった 「―」：該当事業なし又は当該年度に事業予定


